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第10回フォーラム in JMER
『共生社会の実現のために今、何ができるのか？Ⅳ
～差別解消法検証「共に生きる、一人ひとりが輝く」は前進したか～』

障害者差別解消法の理念と
合理的配慮の考え方



・1963年 ･････････････････ 153人

・1998年 ････････････ 10,000人
・2003年 ････････････ 20,000人
・2007年 ････････････ 30,000人
・2012年 ････････････ 50,000人
・2015年 ････････････ 60,000人
・2018年 ････････････ 68,000人
・2020年 ････････････ 80,000人

■日本の100歳以上人口の推移



■年齢階層別障害者数の推移（身体障害児･者 /在宅）



・身体障害者436万人（人口千人当たり 34人）

・知的障害者109万人（人口千人当たり 9人）

・精神障害者419万人（人口千人当たり 33人）

合計964万人

日本の総人口 1億 2千 6百万人
およそ国民の 7.6％が何らかの障害を有している
※全人口に対する障害者の割合は増えている

高齢化（長寿伸長）も要因

■全人口に対する障害者の割合（2020年統計）



障害者権利条約

（２００６年国連で採択／２０１４年に批准）

障害者基本法

（2011年に条約批准のための大幅改正）

障害を理由とする差別の禁止（４条）

障害者差別解消法

（2013年制定）

“障害者基本法第4条を具体化”

障害者雇用促進法

（2013年改正）

“権利条約対応のための改正”

日本国憲法



2006年12月に国連総会にて採択された
障害者に関する初めての国際条約

“Nothing About Us Without Us“
（私たちのことを、私たち抜きに決めないで）

日本政府は、2007年9月に署名。
2013年6月、国会で障害者差別解消法の
成立を受け、同年12月に条約締結が国会
で承認され締結国に。

障害者権利条約



これまでの概念では、

「身体的又は精神的に能力が不十分なために起こる、

個人に起因するさまざまな問題」とされてきた。

「障害者権利条約」では、障害を理由に、働けなかっ

たり、活動に参加できない社会の仕組みに問題があり、

「障害」が生じているとした。（2006年）

■「障害」の考え方の推移



・障害とは、医学的に同定される心身の機能の損傷
（Impairment）である。

・障害のある人が障害のない人と同じように生活できな
いのは、その人に心身機能の損傷があるからだ。

・気の毒だが、障害のある人が他の人と同じように生
活できないのは、社会の責任ではない。

・そうした人たちは、人間の社会に統計学的に一定
数存在する。

【障害・医学モデルの考えかた】



•障害のある人に日常生活の困難がある原因は、社
会のあり方にも一因がある。
（例 /他の人と同じように行きたいところに行くことができない）

•社会は障害のない人たちのためだけのものではない。

•社会のあり方を障害のない人だけが使いやすいもの
とするのは、障害のない人の横暴、独占、不公正で
はないのか。

•社会は、障害のある人にとっても、他の人と同じよう
に使いやすい社会構造に変える責任がある。

【障害・社会モデルの考えかた】



左利き
（人口の約11％）

ドアノブの
位置に困る・・

ハサミは右利き用
が多い・・・

カメラのシャッター
は右についてる・・右利きの人と隣になる

とぶつかってしまう

改札でICカードの
タッチがしにくい・・



困りごと

リハビリして
歩けるように
なるべき？

困りごとを
取り除く

障害

医学モデル 社会モデル



障害者差別解消法

2016年4月、「障害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律」（障害者差別解消
法）が施行されました。

法律は、すべての国民が障害の有無によって
分け隔てられることなく、相互に人格と個性を
尊重しあいながら共生する社会の実現につな
げることを目的としています。



•障害のある人もない人も一緒に！平等に！
学校、生活の場、働く場、社会活動などなど・・・

• そのために、
「一緒に活動する」＝「社会的障壁を除去する」

•障害者が暮らしやすい社会は、みんなが暮ら
しやすい社会

■障害者差別解消法が目指す社会



【障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の概要（成立時）】



①不当な差別的取り扱いの禁止
障害があるということで、正当な理由なく、サービスの提供の拒否や制限、

条件を付けたりすることが禁止されます。

②合理的配慮
障害者などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担に

なり過ぎない範囲で、合理的な配慮を行うことが求められます。

こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合

には、差別に当たります。

役所 民間事業者

不当な
差別的取り扱い

してはいけない

合理的配慮 義務（※）

■障害者差別解消法で求められていること

※2021年の法改正により、
民間事業者も義務化されまし
た（それまでは努力義務）。



※内閣府、障害者差別解消法
リーフレットより抜粋

不当な差別の
具体例



合理的配慮の
具体例

※内閣府、障害者差別解消法
リーフレットより抜粋



■平等と公正(形式的平等と実質的平等）

箱を与えるという配慮を「平等」に行っても、野球が見えるという結果が伴わなければ意味がない。
必要な人に必要な量の配慮を行うことが重要（不要な人には箱は要らない）。
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Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン



車いす席は

68ヶ所！
500席以上

どの窓口でも購
入でき、ｗｅｂか
らでも購入でき
る。

《ヤンキースタジアム》
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■合理的配慮を実現するための合意形成プロセス

・具体的な合理的配慮の内容は、配慮を必要とする本人と周りの人々や環
境との関係によって多種多様。

・お互いを尊重した対話で、合意形成を進めていくことが何より大切。



合理的配慮事例（福祉サービス）



合理的配慮事例（医療分野）



合理的配慮事例（商品・サービス提供）



合理的配慮事例（労働・雇用）



合理的配慮事例（教育分野）



合理的配慮事例（建物・公共機関）



合理的配慮事例（不動産）



合理的配慮事例（情報の提供）



特定非営利活動法人 日本アビリティーズ協会

ご清聴ありがとうございました。

※資料出典
・外務省、内閣府ホームページ
・厚生労働省「障害者白書」「高齢者白書」


